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八千代市手数料条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

八千代市ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例

の制定について

八千代市自転車の放置防止に関する条例の一部を改正

する条例の制定について
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定について

八千代市児童会館条例を廃止する条例の制定にっいて

令和2年度八千代市一般会計補正予算(第12号)

令和2年度八千代市国民健康保険事業特別会計補正予

算(第 4 号)

令和2年度八千代市介護保険事業特別会計補正予算(

第 6 号)

令和2年度八千代市水道事業会計補正予算(第3号)

令和2年度八千代市公共下水道事業会計補正予算(第

2 号)

令和3年度八千代市一般会計予算

令和3年度八千代市国民健康保険事業特別会計予算

令和3年度八千代市介護保険事業特別会計予算

令和3年度八千代市墓地事業特別会計予算

令和3年度八千代市後期高齢者医療特別会計予算

議案第3号

目

議案第4号

議案第5号

次

議案第6号

議案第7号

議案第8号

議案第9号

議案第10号

1頁

議案第Ⅱ号

3頁

議案第12号

議案第玲号

5頁

議案第H号

議案第15号

議案第16号

議案第17号

議案第玲号

1 7 頁

2 1 頁

2 3 頁

2 7 頁

2 9 頁

3 1頁

3 1 頁

3 1頁

3 1頁

3 1 頁

3 1 頁

3 2 頁

3 2 頁

3 2 頁

3 2 頁



議案第19号

議案第20号

議案第幻号

令和3年度八千代市水道事業会計予算

令和3年度八千代市公共下水道事業会計予算

専決処分の承認を求めることについて

(令和2年度八千代市一般会計補正予算(第11号)

諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

3 2 頁

3 2 頁

3 3 頁

3 5 頁



議案第1号

八千代市総合計画審議会条例の一部を改正する条例の制定について

八千代市総合計画審議会条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和 3年2月19日提出

八千代市総合計画審議会条例の一部を改正する条例

八千代市総合計画審議会条例(昭和44年八千代市条例第37号)の一部を

次のように改正する。

第2条を次のように改める。

(所掌事務)

第2条審議会は,次に掲げる事項を所掌する。

①総合計画の策定及び変更に関する事項

②総合計画の推進に関する事項

③総合計画の効果検証に関する事項

④その他市長が必要と認める事項

2 審議会は,前項第1号に規定する事項について諮問があったときは,調査

審議の上,市長に答申しなけれぱならない。

第 3 条第 1項中「2 0人」を「2 1人」に改め,同項第 2 号中「6 人」を「

4人」に改め,同項第 3号中 111人」を「10人」に改め,同項に次の 1号

を加える。

④その他市長が必要と認める者 4人以内

第4条の見出し中「および」を「及び」に改め,同条第 1項中「および」を

「及び」に改め,「置き」.の次に「,」を加え,同条第3 項中「ある」を「が

あるとき,又は会長が欠けた」に改める。

第5条中「市長の誰問に応じ」を削り,同条に次のただし書を加える。

ただし,前条第1項の規定により'互選される前に招集される会議は,市長

が招集するものとする。

八千代市長服部友則

1・



附則

この条例は,公布の日から施行する。

提案理由

総合計画審議会の所掌事務として総合計画の効果検証に関する事項等を加え

る等のため,条例を改正いたしたい。

・ 2 ・



議案第2号

八千代市一般職員の給料の臨時特例に関する条例の一部を改正する条例

の制定について

八千代市一般職員の給料の臨時特例に関する条例の一部を改正する条例を徐

の.ように制定する。

令和 3年2月19日提出

八千代市一般職員の給料の臨時特例に関する条例の一部を改正する条例

八千代市一般職員の給料の臨時特例に関する条例(平成25年八千代市条例

第31号)の一部を次のように改正する。

第 1条第 1項中「令和 2年4月1日」を「令和 3年4月1日」に,「令和 3

年3月3 1日」を「令和 4年3月3 1日」に改め,同項第 1号中「1 0 0分の

1」を「1 0 0分の 0.5」に改め,同項第 2 号中「1 0 0分の 2」を「1 0

0分の 1.5」に改め,同項第 3 号中「1 0 0分の 2.5」を「1 0 0分の 2

」に改め,同項第4 号中「1 0 0分の 7」を「1 0 0分の 6.5」に改め,同

項第 5 号中「1 0 0分の 8」を「1 0 0分の 7,5」に改める。

第4 条第 1項第 1号中「1 0 0分の 7」を「1 0 0分の 6.5」に改め,同

項第 2 号中「1 00分の 8」を「1 0 0分の 7.5」に改める。

附則

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

八千代市長服部友則

提案理由

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における一般職員の給料

の特例を定めるため,条例を改正いたしたい。

・'3 ・





議案第3号

八千代市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

八千代市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和3年2月19日提出

八千代市手数料条例の一部を改正する条例

八千代市手数料条例(平成12年八千代市条例第14号)の一部を次のよう

に改正する。

第2条第42号の表都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第

84号)第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に

対する審査の部認定の申請に係る低炭素建築物新築等計画が,建築物のエネル

ギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項

に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進

等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下この表及

び第44号の表において「登録省エネ判定機関等」という。)により都市の低

炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していると

認められたものである場合の款共同住宅等の建築物全体 q主戸部分に係る認定

の申請に対する審査を同時に行う場合を含む。)の項第2号中・「アから力」を

「アからキ」に改め,同号イ中「2,0 0 0 平方メートル」を「1,0 0 0 平,

方メートノレ」に,「 2 7,7 0 0円」を「1 6,9 0 0円」に改め,同号中力

をキとし,ウからオまでを工から力までとし,イの次に徐のように加える。

ウ 1,0 0 0 平方メートルを超え 2,0 0 0平方メートノレ以内のもの

27,700円,

第2条第42号の表都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第

84号)第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に

対する審査の部認定の申請に係る低炭素建築物新築等計画が,建築物のエネル

ギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項

八千代市長服部友則

・ 5 ・



に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進

等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下この表及

び第44号の表において「登録省エネ判定機関等」という。)により都市の低

炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していると

認められたものである場合の款住宅以外の用途のみに供する建築物(以下この

表において「非住宅建築物」という。)の項第2 号中「2,0 0 0平方メート

ノレ」を「 1,0 0 0平方メートノレ」に,「 2 7,7 0 0円」を「 1 6,9 0 0,

円」に改め,同項中第6号を第7号とし,第3号から第5号までを 1号ずつ繰

り下げ,第2号の次に次の 1号を加える。

(3) 1,0 0 0 平方メートルを超え 2,0 0 0 平方メートル以内のもの 2

・ 6 ・

フ,700円

第2条第42号の表都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第

84号)第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に

対する審査の部認定の申請に係る低炭素建築物新築等計画が,建築物のエネル

ギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項

に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進

等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下この表及

び第44号の表において「登録省エネ判定機関等」という。)により都市の低

炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していると

認められたものである揚合の款複合建築物の建築物全体(住戸部分に係る認定

の申請に対する審査を同時に行う場合を含む。)の項第2号中「アから力」を

「アからキ」に改め,同号イ中「2,0 0 0 平方メートノレ」を「1,0 00 平

方メートノレ」に,「 2 7,7 0 0円」を「1 6,9 0 0円」に改め,同号中力

をキとし,ウからオまでを工から力までとし,イの次に次のように加える。

ウ 1,0 0 0平方メートノレを超え 2,0 0 0平方メートル以内のもの

第2条第42号の表都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第

84号)第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に

対する審査の部認定の申請に係る低炭素建築物新築等計画が,建築物のエネル

ギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項

27,700円



に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進

等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下この表及

び第44号の表に船いて「登録省エネ判定機関等」という。)により都市の低

炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していると

認められたものである場合の款複合建築物の建築物全体(住戸部分に係る認定

の申請に対する審査を同時に行う場合を含む。)の項第3号中「アから力」を

「アからキ」に改め,同号イ中「 2,0 0 0 平方メートノレ」を「1,0 0 0 平,

方メートル」に,「2 7,7 00円」を「1 6,9 0 0円」に改め,同号中力

をキとし,ウからオまでを工から力までとし,イの次に次のように加える。

ウ 1,00 0 平方メートノレを超え 2,0 0 0 平方メートノレ以内のもの

27,700円

第2条第42号の表都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第

84号)第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に

対する審査の部認定の申請に係る低炭素建築物新築等計画が,登録省エネ判定

機関等により都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる

基準に適会していると認められたもの以外のものである揚合の款共同住宅等の

建築物全体(住戸部分に係る認定の申請に対する審査を同時に行う場合を含む。

)の項第 2 号中「アから力」を「アからキ」に改め,同号イ中「2,0 0 0 平

方メートノレ」を「 1,0 0 0 平方メートノレ」に,「 1 8 6,3 0 0円」を「1

4 3,3 0 0円」に改め,同号中力をキとし,ウからオまでを工から力までと

し,イの炊に炊のように加える。

ウ 1,0 0 0平方メートノレを超え2,0 0 0平方メートル以内のもの

・フ・

第2条第42号の表都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第

84号)第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に

対する審査の部認定の申請に係る低炭素建築物新築等計画が,登録省エネ判定

機関等により都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる

基準に適合していると認められたもの以外のものである場合の款非住宅建築物

(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国

士交通省令第1号。以下この表及び第44号の表において「省令」という。)

186,300円,



第 10条第 1号イ②及び口②によるものの項中「によるもの」の次に「)」を

加え,同項第 2 号中「2,0 0 0 平方メートル」を「1,0 0 0 平方メートノレ

」に,「1 4 1,0 0 0円」を「1 0 7,0 0 0円」に改め,同項中第6 号を

第7号とし,第3 号から第5 号までを 1号ずつ繰り下げ,第2号の次に次の 1

号を加える。

偲) 1,,0 0 0 平方メートノレを超え 2,0 0 0 平方メートル以内のもの 1

41,000円

第2条第42号の表都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第

84号)第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に

対する審査の部認定の申請に係る低炭素建築物新築等計画が,登録省エネ判定

機関等により都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる

基準に適合していると認められたもの以外のものである場合の款非住宅建築物

(省令第10条第 1号イ②及び口②によるもの以外のもの)の項第2号中「2,

0 0 0 平方メートル」を「1,0 0 0 平方メートノレ」に,「 3 9 7,5 0 0円

」を「3 1 0,2 0 0円」に改め,同項中第 6 号を第 7 号とし,第 3号から第

5号までを 1号ずつ繰り下げ,第2号の炊に次の 1号を加える。

偲) 1,0 0 0 平方メニトルを超え 2,0 0 0 平方メートル以内のもの 3

97,500円

第2条第42号の表都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第

84号)第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に

対する審査の部認定の申請に係る低炭素建築物新築等計画が,登録省エネ判定

機関等により都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1・項各号に掲げる

基準に適合していると認められたもの以外のものである場合の款複合建築物の

建築物全体 q主戸部分に係る認定の申請に対する審査を同時に行う場合を含む。

)の項第 2 号中「アから力」を「.アからキ」に改め,伺号イ中「2,0 00 平

方メー・トル」を「 1,0 0 0 平方メートノレ」に,「1 8 6,3 0 0円」を「 1

4 3,3 0 0円」に改め,同号中力をキとし,ウからオまでを工から力までと

し,イの次に次のように加える。

ウ 1,0 00平方メートルを超え 2,0 00平方メートル以内のもの

・ 8 ・

1 8 6,3 0 0円



第2条第42号の表都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第

84号)第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請に

対する審査の部認定の申請に係る低炭素建築物新築等計画が,登録省エネ判定

機関等により都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる

基準に適合していると認められたもの以外のものである場合の款複合建築物の

建築物全体(住戸部分に係る認定の申請に対する審査を同時に行う場合を含む。

)の項第 3 号中「アから力」を「アからキ」に改め,同号イ中「2,0 0 0 平

カメートノレ」を「 1,0 0 0 平方メートノレ」に,「 3 9 7,5 0 0円」を「 3

10,2 0 0円」に改め,同号中力をキとし,ウからオまでを工から力までと

し,イの次に次のように加える。

ウ 1,0 0 0 平方メートルを超え 2,0 0 0平方メートノレ以内のもの

第2条第44号の表建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12

条第1項又は第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合判定

に対する審査の部中

3 9 7 , 500円

・ 9 ・

省令第1

条第 1項

角与 1 号'ロ

1件につき,次の各号に掲げる延

べ面積の区分に応じ,それぞれ当

該各号に定める額

住) 2,0 0 0 平方メートル以上

5,0 0 0 平方メートノレ未満の

もの 229,000円

② 5,0 0 0 平方メートル以上

1 0,0 0 0 平方メートノレ未満

のもの 299,000円

③ 10,0 0 0 平方メートル以

上 2 5,0 0 0 平方メートノレ未

満のもの 360,000円

④ 2 5,0 0 0 平方メートル以

上のもの 422,000円

によるも

の



省令第1

条第1項

今再 1 号・Tコ

1件につき,次の各号に掲げる延

べ面積の区分に応じ,それぞれ当

該各号に定める額

山 2,0 0 0 平方メートル以上

5,0 0 0 平方メートノレ未満の

によるも

の以外の

もの もの 510,000円

② 5,0 0 0 平方メートル以上

1 0,0 0 0 平方メートノレ未満

のもの 629,000円

③ 10,0 0 0平方メートル以

上 2 5,0 0 0 平方メートル未

満のもの 743,000円

④ 2 5,0 0 0平方メートル以

上のもの 848,000円

を

省令第1条第1項第

1号に規定する非住

宅建築物の全部又は

複合建築物(建築物

のエネルギー消費性

能の向上に関する法

律第11条第1項に

規定する非住宅部分

(以下この表におい

て「非住宅部分」と

いう。)及び同項に

規定する住宅部分(

以下この表において

省令第1

条第1項

第1号口

1件につき,次の各号に掲げる延

べ面積の区分に応じ,それぞれ当

該各号に定める額

住) 3 0 0 平方メートル以上 1,

000平方メートル未満のもの

によるも

の

25,000円

② 1,0 0 0平方メートル以上

2,0 0 0 平方メートノレ未満の

もの 36,000円

③ 2,0 0 0 平方メートル以上

5,0 0 0 平方メートノレ未満の

もの 92,000円

④ 5,00 0平方メートル以上

・ 10 ・



「住宅部分」とい

う。)を有する建築

物をいう。以下この

表において同じ。)

の非住宅部分の全部

を工場,倉庫,危険

物の貯蔵又は処理に

供するもの,水産物

の増殖場又は養殖

場,卸売市場,火葬

場,と畜場,汚物処

理場,ごみ焼却場そ

の他エネノレギーの使

用の状況に関してこ

れらに類する用途に

供する建築物(以下

この表において「エ

場等」という。)

1 0,0 0 0 平方メートノレ未満

のもの 139,000円

⑤ 1 0,0 0 0 平方メートル以

上 2 5,0 0 0 平方メートノレ未

満のもの 173,000円

⑥ 2 5,0 0 0平方メートル以

上のもの 214,000円

省令第 1

条第1項

餐1 1 号・ロ

1件につき,次の各号に掲げる延

べ面積の区分に応じ,それぞれ当

該各号に定める額

1件につき,炊の各号に掲げる延

べ面積の区分に応じ,それぞれ当

該各号に定める額

① 3 00 平方メートル以上 1 ,

000平方メートル未満のもの

によるも

の以外の

もの 29,000円

② 1,0 0 0平方メートル以上

2,0 0 0 平方メートノレ末満の

もの 41,000円

③ 2,0 0 0 平方メートル以上

5,0 0 0 平方メートノレ未満の

もの 98,000円

④ 5,0 0 0 平方メートル以上

1 0,0 0 0 平方メートノレ未満

・ 11 ・

工場等以外の建築物
、

のもの 146,000円

⑤ 10,0 0 0平方メートル以

上 2 5,0 0 0 平方メートノレ未

満のもの 180,000円

⑥ 2 5,0 0 0平方メートル以

上のもの 223,000円

省令第1

条第1項

第1号口



によるも

の

住) 3 0 0 平方メートル以上 1,

000平方メートル未満のもの

1 0 7,0 0 0円

② 1,0 0 0 平方メートル以上

2,0 0 0 平方メートノレ未満の

もの 141,000円

侶) 2,0 0 0 平方メートル以上

5,0 0 0 平方メ.ートノレ未満の

もの 229,000円

④ 5,0 0 0 平方メートル以上

1 0,0 0 0 平方メートノレ未満

のもの 299,000円

⑤ 10,0 0 0平方メートル以

上 2 5,0 0 0 平方メートノレ未

満のもの 360,000円

⑥ 2 5,0 0 0 平方メートル以

上のもの 422,000円

省令第1

条第1項

角与 1 号・ロ

によるも

1件につき,炊の各号に掲げる延

べ面積の区分に応じ,それぞれ当

該各号に定める額

住) 3 0 0 平方メートル以上 1,

000平方メートル未満のものの以外の

もの 27フ,000円

② 1,0 0 0 平方メートル以上

2,00 0平方メートル未満の

もの 357,000円

③ 2,0 0 0 平方メートル以上

5,0 0 0 平方メートノレ未満の

もの 510,000円

④ 5,0 0 0 平方メートル以上

,12 ・ '



に改め,同表建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第29条第1項

の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査の

部中「第 29条第 1項」を「第34条第 1項」に改め,同部認定の申請に係る

建築物エネルギー消費性能向上計画が登録省エネ判定機関等により建築物の工

ネルギー消費性能の向上に関する法律第30条第1項各号に掲げる基準に適合

していると認められたものである場合(当該認定の申請に係る部分が誘導すべ

きエネルギー消費性能を有するものとして国士交通大臣が定める方法による場

合を含む。)の款中「第3 0条第 1項各号」を「第3 5条第1項各号」に改め,

同款建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項に規定す

る非住宅部分(以下この表において「非住宅部分」という。)の項中「建築物

のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項に規定する非住宅部

分(以下この表において「非住宅部分」という。)」を「非住宅部分」に改め,

同項第 2 号中「2,0 0 0 平方メートノレ」を「1,0 0 0 平方メートル」に,

「2 6,0 0 0円」を「1 6,0 0 0円」に改め,伺項中第 6 号を第 7 号とし,

第3号から第5号までを 1号ずつ繰り下げ,第2号の次に次の1号を加える。

捻) 1,0 0 0平方メートル以上2,0 0 0平方メートル未満のもの 2 6 ,

000円

10,0 0 0 平方メートル未満

のもの 629,000円

⑤ 10,0 0 0 平方メートル以

上 2 5,0 0 0 平方メートノレ未

満のもの 743,000円

⑥ 2 5,0 0 0 平方メートル以

上のもの 848,000円

第2条第44号の表建築物のエネルギー.消費性能の向上に関する法律第29

条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対す

る審査の部認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が登録省エネ

判定機関等により建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条第

1項各号に掲げる基準に適合していると認められたものである場合(当該認定

・ 13 ・



の申請に係る部分が誘導すべきエネルギー消費性能を有するものとして国土交

通大臣が定める方法による場合を含む。)の款建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律第11条第1項に規定する住宅部分(以下この表において「

住宅部分」という。)の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律第11条第1項に規定する住宅部分(以下この表において「住宅部分」とい

う。)」を「住宅部分」に改め,同部認定の申請に係る建築物エネルギー消費

性能向上計画が登録省エネ判定機関等により建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律第30条第1項各号に掲げる基準に適合していると認められた

もの以外のものである場合の款中「第3 0条第1項各号」を「第35 条第 1項

各号」に改め,同款非住宅部分の項省令第10条第1号イ①及び口ωによるも

のの目第 2 号中「2,0 0 0 平方メートノレ」を「1,0 0 0 平方メートル」に,

「367,000円」を「284,000円」に改め,同目中第6号を第7号

とし,第3号から第5号までを 1号ずつ繰り下げ,第2号の次に次の 1号を加

える。

③ 1,0 00平方メートル以上2,0 0 0平方メートル未満のもの 3 6

フ,000円

第2条第44号の表建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第29

条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対す

る審査の部認定の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が登録省エネ

判定機関等により建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条第

1項各号に掲げる基準に適合していると認められたもの以外のものである場合

の款非住宅部分の項省令第10条第1号イ②及び口②によるものの目第2号中

「 2,0 0 0 平方メートノレ」を「 1,0 0 0 平方メートノレ」に,「1 4 5,0

0 0円」を「1 1 0,0 0 0円」に改め,同目中第 6 号を第 7 号とし,第 3 号

から第5号までを 1号ずつ繰り下げ,第2号の次に次の 1号を加える。

③ 1,0 0 0平方メートル以上 2,0 0 0平方メートル未満のもの 14

5,000円

第2条第44号の表建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第29

条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対す

る審査の部中「非住宅部分及び住宅部分を有する建築物(以下との表において

・ 14 ・



「複合建築物」という。)」を「複合建築物」に改め,同部備考 1中「第3 0

条第 1項各号」を「第35 条第1項各号」に改め,同部備考2 中「第29条第

3項」を「第 34 条第 3項」に改め,同部備考3 中「第 3 0条第2項」を「第

35条第2項」に改め,同表建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

第31条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定

の申諸に対する審査の部中「第3 1条第 1項」を「第 3 6 条第 1項」に,「第

2 9 条第 1項」を「第 34条第 1項」に,「第 3 0条第 1項各号」を「第 3 5

条第 1項各号」に,「第 2 9 条第 3 項」を「第 3 4条第 3 項」に,「第 3 1条

第 2 項」を「第 3 6 条第 2 項」に,「第 3 0 条第 2 項」を「第 3 5 条第 2 項」

に改め,同表建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項

の規定による建築物エネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査の部中

「第 36条第 1項」を「第4 1条第 1項」に改め,同部認定の申請に係る建築

物が,登録省エネ判定機関等により建築物のエネルギー消費性能の向上に関す

る法律第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合している

と認められたものである場合(当該認定の申請に係る部分が備・えるべきエネル

ギー消費性能を有するものであることを確かめることができるものとして国土

交通大臣が認める方法による場合を含む。)の款非住宅部分の項第2号中「2

0 0 0 平方メートル」を「 1',0 0 0 平方メートノレ」に,「 2 6,0 0 0円」

を「16,0 0 0円」に改め,同項中第 6 号を第 7号とし,第3 号から第5 号

までを 1号ずつ繰り下げ,第2号の次に次の 1号を加える。

③ 1,0 0 0平方メートル以上 2,0 00平方メートル未満のもの 2 6 ,

第2条第44号の表建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36

条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審

査の部認定の申請に係る建築物が,登録省エネ判定機関等により建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に関する法律第2条第3号に規定する建築物エネルギー

消費性能基準に適合していると認められたもの以外のものである場合の款非住

宅部分の項省令第 1条第 1項第1号イによるものの目第2 号中「2,000平

方メートル」を「 1,0 0 0 平方メートノレ」に,「 3 6 7,0 0 0円」を「 2

84,0 0 0円」に改め,同目中第 6 号を第7号とし,第3 号から第5号まで

000円

,

,15 ・



を 1号ずつ繰り下げ,第2号の次に次の 1号を加える。

③ 1,0 0 0 平方メートル以上2,0 0 0平方メートル未満のもの 3 6

フ,000円

第2条第44号の表建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36

条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審

査の部認定の申請に係る建築物が,登録省エネ判定機関等により建築物のエネ

ルギー消費性能の向上に関する法律第2条第3号に規定する建築物エネルギー

消費性能基準に適合していると認められたもの以外のものである場合の款非住

宅部分の項省令第 1条第1項第 1号口によるものの目第2号中「2,000平

方メートノレ」を「 1,0 0 0 平方メートル」に,「 1,4 5,0 0 0円」を「 1

10,0 0 0円」に改め,同目中第6 号を第7 号とし,第 3号から第 5号まで

を 1号ずつ繰り下げ,第2号の次に次の 1号を加える。

{3} 1,0 0 0 平方メートル以上 2,0 0 0平方メートル未満のもの 1 4

5,000円

附則

(施行期日)

1 この条例は,令和 3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第2条第42号及び第44号の規定は,この条例

の施行の日以後にされる申請に基づく事務について徴収する手数料について

適用し,同日前になされた申請に基づく事務について徴収する手数料につい

ては,なお従前の例による。

提案理由

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施

行等に伴い,条例を改正いたしたい。

・ 16 ・



議案第4号

八千代市ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例の制定について

八千代市ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和 3年2月19日提出

八千代市ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例

八千代市ふるさと応援基金条例(平成29年八千代市条例第3号)の一部を

炊のように改正する。

別表を次のように改める。

八千代市長服部友則

17 ・



別表(第2条第 1項)

ともに支え合い健やか

でいきいきと過ごせる

まちづくり

事業

豊かな心と文化を育む

まちづくり

子育て支援,障害者支援,高齢者支援,保健,医

療,社会保険に関する事業その他の本市の福祉を

充実させるための事業

安心・安全に暮らせる

まちづくり

教育,生涯学習,文化,スポーツ,レクリエーシ

ヨンに関する事業その他の本市の教育,文化等の

発展を促すための事業

快適で環境にやさしい

まちづくり

内容

市民相談,消費生活,防災,交通安全,防犯,上

下水道に関する事業その他の本市での安心安全な

暮らしを守るための事業

産業が元気なまちづく

り

市街地及び住環境の整備,交通及び道路環境の整

備,環境保全,一般廃棄物に関する事業その他の

本市の住環境等を維持し,又は向上させるための

事業

農業,商工業,労働環境に関する事業その他の本

市の産業を維持し,又は活性化させるための事業

・ 18 ・



附則

この条例は,

提案理由

第5次総合計画の策定に伴い基金の対象事業を改めるため,条例を改正いた

したい。

令和3年4月1日から施行する。

19 ・





議案第5号

八千代市自転車の放置防止に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

八千代市自転車の放置防止に関する条例の一部を改正する条例を次のように

制定する 0

令和 3年2月19日提出

・21・

八千代市自転車の放置防止に関する条例の一部を改正する条例

八千代市自転車の放置防止に関する条例(昭和61年八千代市条例第20号

)の一部を歌のように改正する。

第 13条第 1項中「それに要した費用」を「手数料として 1台につき 2,0,

00円に消費税等相当額を加えた額(その額に 10円未満の端数があるときは,

これを切り捨てた額)」に改め,同条第2項を削る。

第 14条中 T。)」の次に「又は原動機付自転車等(原動機付自転車及び同

法第3条に規定する普通自動二輪車(総排気量が0.125リットル以下又は

定格出力が 1.0 0 キロワット以下のものに限り,側車付きのものを除く。)

をいう。以下同じ。)」を加える。

第16条中「手数料」の炊に「(第 13条に規定する手数料を除く。)」を

加える。

別表第2 中「原動機付自転車」を「原動機付自転車等」に改める。

附則

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第13条の規定は,この条例の施行の日以後に徴収する費用につ

いて適用する。

八千代市長服部友則



提案理由

放置自転車の移動及び保管に要する費用の収納の事務を私人に委託する等の

ため,条例を改正いたしたい。

.

・ 22 ・



議案第6号

八千代市介護保険条例の一部を改正する条例の制定にっいて

八千代市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和3年2月19日提出

八千代市介護保険条例の一部を改正する条例

八千代市介護保険条例(平成12年八千代市条例第2号)の一部を次のよう

に改正する。

第4条第 1項中「平成3 0年度」を「令和 3年度」に,「令和 2年度」を「

令和 5年度」に改め,同項第 1号中「2 8,4 7 0円」を「3 1,0 8 0円」

に改め,同項第 2 号中「3 7,0 2 0円」を「 4 0,4 1 0円」に改め,同項

第 3 号中「 4 2,7 1 0円」を「4 6,6 2 0円」に改め,同項第4 号中「5

1,2 5 0円」を「5 5,9 5 0円」に改め,同項第 5 号中「 5 6,94 0円

」を「6 2,1 6 0円」に改め,同項第 6 号中「 6 5,4 9 0円」を「 7 1,

490円」に改め,同号ア中「当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計

所得金額(令第38条第1項第1号ハに規定する合計所得金額をいう」を「地

方税法(昭和25年法律第226 号)第 29 2条第 1項第 13 号に規定する合

計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年

法律第2 6 号)第 3 3 条の4第 1項若しくは第2項,第 3 4条第 1項,第34

条の 2第 1項,第 3 4 条の 3第 1項,第 3 5条第 1項,第3 5条の 2第 1項,

第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には,当該合計所得

金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし,

当該合計所得金額が0 を下回る場合には,0とする」に改め,同項第7号中「

74,030円」を「80,810円」に改め,同号ア中「2,000,00

0円」を「 2,1 0 0,0 0 0円」に改め,同項第 8 号中「8 5,4 1 0円」

を「 9 3,2 4 0円」に改め,同号ア中「 3,0 0 0,0 0 0円」を「 3,2

0 0,0 00円」に改め,同項第 9 号中「 9 1,1 1 0円」を「 9 9,4 6 0
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円」に改め,同項第 1 0 号中「9 6,8 0 0円」を「1 0 5,6 8 0円」に改

め,同項第 1 1号中「1 0 8,1 9 0円」を「1 1 8,1 1 0円」に改め,同

項第 1 2 号中「1 1 9,5 8 0円」を「1 3 0,5 4 0円」に改め,同項第 1

3 号中「1 3 0,9 7 0円」を「1 4 2,9 7 0円」に改め,同項第 14 号中

「 1 3 6,6 6 0円」を「1 4 9,1 9 0円」に改め,伺項第 1 5 号中「1 4

2,3 5 0円」を「1 5 5,4 0 0円」に改め,同条第 2 項中「令和 2年度」

を「令和 3年度から令和 5年度までの各年度」に,「17,0 9 0円」を「1

8,6 5 0円」に改め,同条第 3項中「令和 2年度」を「令和 3年度から令和

5年度までの各年度」に,「1 7,0.9 0円」を「1 8,6 5 0円」に,「 2

2,'7 8 0円」を「24,8 7 0円」に改め,同条第4項中「令和 2年度」を

「令和 3年度から令和 5年度までの各年度」に,「1 7,0 9 0円」を!1 8,

6 5 0円」に,「 3 9,8 6 0円」を「4 3,5 2 0円」に改める。

第 11条第2項中「支払に係る月の前前月の 15日」を「支払日前7日」に

改める。

第12条中「並びに」を「及び」に改め,「属する者」の次に「(以下「第

1号被保険者等」という。)」を加え,同条に次のただし書を加える。

ただし,第1号被保険者等の所得につき地方税法第317条の 2第1項に

規定する申告書(当該第1号被保険者等の全てが同項に規定する給与所得以

外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合

には,同法第317条の6第1項に規定する給与支払報告書又は同条第4項

に規定する公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては,

この限りでない。

附則第2条中「(昭和 3 2年法律第2 6 号)」を削る。

附則に次の 1条を加える。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特伊D

第4条第1号被保険者のうち,令和2年の合計所得金額に所得税法印召和4

0年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第

3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度におけ

る保険料率の算定についての第4条第 1項(第6号ア,第7号ア,第8号ア,

第 9号ア,第 10号ア,第 11号ア,第 12号ア,第 13号ア及び第 14 号

・ 24 ・



アに係る部分に限る。)の規定の適用については,同項第6号ア中「租税特

別措置法」.とあるのは,「所得税法(昭和4 0年法律第33号)第28 条第

1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係

る所得の合計額については,同法第28条第2項の規定によって計算した金

額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から

100,000円を控除して得た額(当該額が 0 を下回る場合には,0とす

る。)によるものとし,租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は,令和4年度における保険料率の算定について準用する。こ

の場合において,同項中「令和 2年」どあるのは,「令和 3年」と読み替え

るものとする。

3 第1項の規定は,令和5年度における保険料率の算定について準用する。

この場合において,同項中「令和 2年」とあるのは,「令和4年」と読み替

えるものとする。

附則

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条の規定は,令和3年度以後の年度分の保険

料について適用し,令和2年度分までの保険料については,なお従前の例に

よる。

提案理由

令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率を定める等のため,

条例を改正いたしたい。
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議案第7号

八千代市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

八千代市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和3年2月19日提出

八千代市国民健康保険条例の一部を改正する条例

八千代市国民健康保険条例(平成6年八千代市条例第20号)の一部を次の

ように改正する。

第4条を次のように改める。

(被保険者としない者)

第4条児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設

に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に

委託されている児童であって,民法(明治29年法律第89号)の規定によ

る扶養義務者のないものは,被保険者としない。

第 13 条第 1項中「第3 5 条の 2第 1項」の次に「,第3 5 条の 3第 1項」

を加える。

第 2 2条第 1項第 1号中「第3 14条の 2第2項に掲げる金額」を「第3 1

4.条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する

被保険者及び特定伺一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」とい

う。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額

に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定

する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金

額が 5 5 0,00 0円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。

)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の

2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的

年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受

けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が600,

八千代市長服部友則
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000円を超える者に限り,年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の

収入金額が 1,10 0,0 0 0円を超える者に限る。)をいい,給与所得を有

する者を除く。)の数の合計数(以下この項において殊合与所得者等の数」と

いう。)が 2.以上の場合にあっては,・地方税法第3 14 条の 2第 2項第 1号に

定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に 100,000円を乗

じて得た金額を加えた金額)」に改め,同項第2号及び第3号中「第314条

の 2第2項に掲げる金額」を「第314条の 2第2項第1号に定める金額(世

帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては,同号に定める金額

に当該給与所得者等の数から1を減じた数に 100,000円を乗じて得た金

額を加えた金額)」に改める。

附則第4 条中「地方税法第 3 13 条第 3 項」」の炊に「と,「1, 1 0 0

0 0 0円」とあるのは「1,2 5 0,0 0 0円」」を加える。

附則第8条第1項中「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法

律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型=ロナウィルス感染症(以

下「新型コロナウイルス感染症」という」を「新型コロナウイルス感染症(病

原体がべータニロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民

共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報

告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ」に改める。

附則

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第13条第1項,第22条第1項及び附則第4条の規定は,令和

3年度以後の年度分の国民健康保険料について適用し,令和2年度分までの

国民健康保険料については,な船従前の伊Nこよる。

提案理由

国民健康保険法施行令の一部改正等に伴い,条例を改正いたしたい。
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議案第8号

八千代市児童会館条例を廃止する条例の制定について

八千代市児童会館条例を廃止する条例を次のように制定する。

令和3年2月19日提出

八千代市児童会館条例を廃止する条例

八千代市児童会館条例(昭和48年八千代市条例第8号)は,廃止する。

附則

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

提案理由

村上児童会館を廃止することに伴い,条例を廃止いたしたい。

八千代市長服部友則
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議案第9号令和2年度八千代市一般会計補正予算(第12号)

議案第10号 令和2年度八千代市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4

号)

議案第11号令和2年度八千代市介護保険事業特別会計補正予算(第6号)

議案第12号令和2年度八千代市水道事業会計補正予算(第3号)

議案第13号令和2年度八千代市公共下水道事業会計補正予算(第2号)

、

議案第14号令和3年度八千代市一般会計予算
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議案第15号令和3年度八千代市国民健康保険事業特別会計予算

議案第16号令和3年度八千代市介護保険事業特別会計予算

議案第17号令和3年度八千代市墓地事業特別会計予算

議案第18号令和3年度八千代市後期高齢者医療特別会計予算

議案第19号令和3年度八千代市水道事業会計予算

議案第20号令和3年度八千代市公共下水道事業会計予算
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議案第21号

専決処分の承認を求めることについて

令和2年度八千代市一般会計補正予算(第11号)について特に緊急を要す

るものと認め,別冊のとおり専決処分したので承認を求める。

令和3年2月19日提出

八千代市長服部友則
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諮問第1号

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

人権擁護委員に次の者を推薦したいので,議会の意見を求める。

令和 3年2月19日提出

石川昭博

千葉県八千代市勝田台南

八千代市長 服部友則
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